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聖籠町教育委員会訓令第１号 

聖籠町教育委員会事務決裁規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 

平成２８年 ６月２４日 

聖籠町教育長 伊藤 順治   

聖籠町教育委員会事務決裁規程の一部を改正する訓令 

 聖籠町教育委員会事務決裁規程（平成１４年聖籠町教委訓令第３号）の一部

を次のように改正する。 

第２条第４号中「図書館長、」及び「（聖籠こども園の園長を含む。）」を削る。 

附 則 

 この訓令は、平成２８年７月１日から施行する。 


